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(57)【要約】
【課題】エネルギー変換効率が向上させることができ、
しかも、水流や潮流が変化しても発電効率をある程度高
く維持しておくことができるエネルギー変換機構を提供
する。
【解決手段】垂直軸水車１０と、垂直軸水車１０に供給
される水流を調整する水流制御手段２０を備えており、
水流制御手段２０は、垂直軸水車１０の周囲に配置され
た複数の水流制御板２１を有しており、水流制御板２１
は、その表面２１ｓが垂直軸水車１０の回転軸１１と平
行となるように配設された平板であり、複数の水流制御
板２１は、隣接する水流制御板２１，２１間に形成され
る隙間２１ｈが、垂直軸水車１０に向かって狭くなるよ
うに配設されている。エネルギー変換機構１を設置した
領域の水流よりも、水流制御手段によって垂直軸水車に
向かう水流の流速を速くすることができるので、垂直軸
水車１０の回転速度を上昇させることができるから、エ
ネルギー変換効率を高くすることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水流を受けて回転する垂直軸水車と、
該垂直軸水車に供給される水流を調整する水流制御手段と、を備えており、
該水流制御手段は、
該垂直軸水車の周囲に配置された複数の水流制御板を有しており、
該水流制御板は、
その表面が前記垂直軸水車の回転軸と平行となるように配設された平板であり、
該複数の水流制御板は、
隣接する水流制御板間に形成される隙間が、前記垂直軸水車に向かって狭くなるように配
設されている
ことを特徴とするエネルギー変換機構。
【請求項２】
　前記水流制御板は、
前記垂直軸水車の回転軸と直交する断面において、該水流制御板の内端縁と前記垂直軸水
車の回転軸とを結ぶ内方連結線が、該水流制御板の外端縁と前記垂直軸水車の回転軸とを
結ぶ外方連結線よりも、前記垂直軸水車の回転方向の下流側に位置するように配設されて
いる
ことを特徴とするエネルギー変換機構。
【請求項３】
　前記複数の水流制御板は、
前記垂直軸水車の回転軸に対して回転対称となるように配設されている
ことを特徴とする請求項１または２記載のエネルギー変換機構。
【請求項４】
　前記複数の水流制御板が、４枚設けられている
ことを特徴とする請求項３記載のエネルギー変換機構。
【請求項５】
　前記水流制御板は、
前記垂直軸水車の回転軸と直交する断面において、該水流制御板の内端縁と前記垂直軸水
車の回転軸とを結ぶ内方連結線と該水流制御板の外端縁と前記垂直軸水車の回転軸とを結
ぶ外方連結線のなす角度が、２２．５～６７．５度となるように配設されている
ことを特徴とする請求項１、２、３または４記載のエネルギー変換機構。
【請求項６】
　前記垂直軸水車と前記複数の水流制御板とをエネルギー変換セットとすると、該エネル
ギー変換セットが複数設けられており、
該複数のエネルギー変換セットが、
前記垂直軸水車の軸が互いに平行となるように配列されている
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のエネルギー変換機構。
【請求項７】
前記垂直軸水車がサボニウス型水車である
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載のエネルギー変換機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エネルギー変換機構に関する。さらに詳しくは、潮流や海流、波等を利用し
た発電において良好なエネルギー変換効率を実現できるエネルギー変換機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、再生可能エネルギーとして自然エネルギーの利用が注目されている。例えば、太
陽光発電や風力発電、地熱発電、波力発電、海流発電、潮力発電などがあり、一部のもの
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については、すでに商業ベースでの実用化が進んでおり、貴重な電力源として活用されて
いる。
【０００３】
　上記再生可能エネルギーのうち、太陽光発電や風力発電は天候などの影響を受けやすく
、発電の安定性が常に問題となる。一方、海流発電や潮力発電は、天候などの影響が少な
く安定した発電を維持できるという利点がある。
【０００４】
　ところで、再生可能エネルギーを利用した発電では、太陽光や風、潮流などが有するエ
ネルギーは大きいものの、そのエネルギーを電力に変換できる効率が低いという問題があ
る。このエネルギー変換効率（発電効率）を向上させるために、海流発電や潮力発電でも
種々開発が進められている。
【０００５】
　海流発電や潮力発電では、海流や潮流を電力に変換するために水車が使用されるため、
発電効率を向上させる上では、海流や潮流によっていかに効率良く水車を回転させるかが
重要である。とくに、潮流の場合には、時間によって水流の方向が完全に逆になる場合が
あるため、このような水流の方向の変化が生じても、発電効率をある程度高く維持できる
機構が必要である。
【０００６】
　海流発電や潮力発電において、発電効率をある程度高く維持するための機構が特許文献
１～３に開示されている。
【０００７】
　特許文献１～３の技術では、海流や潮流を通すための筒状空間を有する構造体を設け、
この構造体の筒状空間の内部に水車を配置している。そして、水車が設けられている部分
に向かって、筒状空間の内部断面が小さくなるように形成しており、その部分の水流が速
くなるようにしている。
【０００８】
　かかる構造とすれば、筒状の構造体の筒状空間内を流れる水流の方向は、筒状空間の軸
方向に沿った流れとすることができる。したがって、この方向の流れに対して効率良く回
転するように筒状空間内に水車を配置しておけば、発電効率を向上させることができる。
　しかも、水車が設けられている部分では、水流の流速が周辺の水流等と比べて速くなっ
ているので、水流中に水車をそのまま配置するよりも発電量を増加させることができる。
【０００９】
　また、特許文献３の技術では、構造体の外面形状を、その軸方向の中間からその端部に
向かって広がるような形状としている。そして、特許文献３には、かかる形状とすること
によって、構造体の外面を流れる水流によって筒状空間から水流が排出される端部に渦流
を形成することができるので、その渦流の影響によって筒状空間内の水流を増速できる旨
の記載もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第４７５０８３０号公報
【特許文献２】特開２００９－１１４９３６号公報
【特許文献３】特開２００５－２４０７８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかるに、特許文献１～３の技術では、構造体の筒状空間の内部に水流を通すので、発
電効率を向上させる上では、筒状空間の軸方向が水流や潮流の方向に一致するように構造
体を設置しなければならない。しかし、海流や潮流の方向は一定ではなく、その方向は時
間によって変化する。このため、特定の時間の海流や潮流に適するように構造体を設置し
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た場合、他の時間において海流や潮流の方向が変化すると、発電の効率が大幅に低下する
。したがって、発電の効率を安定した状態で維持するには、構造体を設置する場所を海流
や潮流の方向があまり変化しない場所に限定したり、また、海流や潮流の方向にあわせて
構造体を移動させることができるようにしたりしなければならない。
【００１２】
　また、潮流の場合には、潮の満ち引きの状況によって水流の方向が逆転するので、特許
文献１～３の技術では、このような潮流の変化に対応することができるような構造を採用
している。具体的には、構造体の構造を対称形として、筒状空間に対してどちらの開口か
ら水流が流入しても、同等の発電効率を維持できるような構造を採用している。つまり、
潮流の方向が１８０度逆転した場合でも、同等の発電効率で発電できるような構造に形成
されている。
　しかし、水流の方向が逆転したときに、必ずしもその方向が１８０度逆転するとは限ら
ない。すると、一方の開口から水流が流入する状況において最適な発電効率が得られるよ
うに構造体を設置しても、他方の開口から水流が流入する状況においては、同等の効率で
発電できるとは限らない。
【００１３】
　以上のごとく、海流発電や潮力発電において、発電効率を向上させることができ、しか
も、水流や潮流の流れる方向が変化しても発電効率をある程度高く維持しておくことがで
きる機構は開発されておらず、かかる機構の開発が求められている。
【００１４】
　本発明は上記事情に鑑み、発電効率が向上させることができ、しかも、水流や潮流が変
化しても発電効率をある程度高く維持しておくことができるエネルギー変換機構を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　第１発明のエネルギー変換機構は、水流を受けて回転する垂直軸水車と、該垂直軸水車
に供給される水流を調整する水流制御手段と、を備えており、該水流制御手段は、該垂直
軸水車の周囲に配置された複数の水流制御板を有しており、該水流制御板は、その表面が
前記垂直軸水車の回転軸と平行となるように配設された平板であり、該複数の水流制御板
は、隣接する水流制御板間に形成される隙間が、前記垂直軸水車に向かって狭くなるよう
に配設されていることを特徴とする。
　第２発明のエネルギー変換機構は、第１発明において、前記水流制御板は、前記垂直軸
水車の回転軸と直交する断面において、該水流制御板の内端縁と前記垂直軸水車の回転軸
とを結ぶ内方連結線が、該水流制御板の外端縁と前記垂直軸水車の回転軸とを結ぶ外方連
結線よりも、前記垂直軸水車の回転方向の下流側に位置するように配設されていることを
特徴とする。
　第３発明のエネルギー変換機構は、第１または第２発明において、前記複数の水流制御
板は、前記垂直軸水車の回転軸に対して回転対称となるように配設されていることを特徴
とする。
　第４発明のエネルギー変換機構は、第３発明において、前記複数の水流制御板が４枚設
けられていることを特徴とする。
　第５発明のエネルギー変換機構は、第１、第２、第３または第４発明において、前記水
流制御板は、前記垂直軸水車の回転軸と直交する断面において、該水流制御板の内端縁と
前記垂直軸水車の回転軸とを結ぶ内方連結線と該水流制御板の外端縁と前記垂直軸水車の
回転軸とを結ぶ外方連結線のなす角度が、２２．５～６７．５度となるように配設されて
いることを特徴とする。
　第６発明のエネルギー変換機構は、第１乃至第５発明のいずれかにおいて、前記垂直軸
水車と前記複数の水流制御板とをエネルギー変換セットとすると、該エネルギー変換セッ
トが複数設けられており、該複数のエネルギー変換セットが、前記垂直軸水車の軸が互い
に平行となるように配列されていることを特徴とする。
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　第７発明のエネルギー変換機構は、第１乃至第６発明のいずれかにおいて、前記垂直軸
水車がサボニウス型水車であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　第１発明によれば、隣接する水流制御板間に形成される隙間が垂直軸水車に向かって狭
くなるように配設されているので、水流制御手段によって垂直軸水車に向かう水流の流速
を、エネルギー変換機構を設置した領域の水流よりも速くすることができる。このため、
垂直軸水車の回転速度を上昇させることができるから、エネルギー変換効率を高くするこ
とができる。
　第２発明によれば、垂直軸水車に向かう水流によって効果的に垂直軸水車の回転速度を
上昇させることができるので、エネルギー変換効率をより高くすることができる。
　第３発明によれば、エネルギー変換機構を設置した領域の水流の方向に係わらず、垂直
軸水車に向かう水流を形成することができる。つまり、エネルギー変換機構を設置した領
域の水流の方向に係わらず垂直軸水車を回転させて発電することができるので、エネルギ
ー変換機構を設置する場所の自由度を高くすることができる。
　第４発明によれば、４枚の水流制御板が回転対称となる位置に設けられているので、垂
直軸水車に向かう水流の流路をある程度広く維持しつつ、水流の流速を効果的に向上させ
ることができる。したがって、垂直軸水車の回転速度を効果的に上昇させることができる
から、エネルギー変換効率を高くすることができる。
　第５発明のエネルギー変換機構は、内方連結線と外方連結線のなす角度が、２２．５～
６７．５度となるように配設されているので、垂直軸水車の回転に最適な水流を形成する
ことができる。
　第６発明のエネルギー変換機構は、隣接するエネルギー変換セットによって形成される
水流の影響によって、各垂直軸水車に向かう水流の流速を増速する効果を高くすることが
できる。
　第７発明によれば、垂直軸水車がサボニウス型水車であるので、水流制御板間を流れる
水流による水車の回転効率を向上させることができ、エネルギー変換効率を向上させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施形態のエネルギー変換機構１の概略外観図であり、（Ａ）は斜視図であり
、（Ｂ）は側面図である。
【図２】本実施形態のエネルギー変換機構１の概略断面図であり、（Ａ）は縦断面図であ
り、（Ｂ）は横断面図である。
【図３】本実施形態のエネルギー変換機構１の横断面の概略説明図である。
【図４】エネルギー変換セットを複数有する本実施形態のエネルギー変換機構１の概略説
明図である。
【図５】実験に使用した装置の横断面を示した図であり、（Ａ）は比較例となる「くの字
型流向制御板」を設けた装置であり、（Ｂ）は比較例となる「円弧型流向制御板」を設け
た装置であり、（Ｃ）が本発明のエネルギー変換機構の水流制御板に相当する「渦流型流
向制御板」を設けた装置である。
【図６】水流制御板の異なる装置において、動力特性を比較した図である。
【図７】水流制御板の異なる装置において、トルク係数を比較した図である。
【図８】水流制御板の角度θを変化させた場合における負荷トルクおよび仕事率を測定し
た実験結果を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明のエネルギー変換機構は、海流や潮流、波のエネルギーを変換する機構であって
、エネルギー変換効率を向上させることができ、しかも、海流や潮流の流れる方向が変動
したり、波のように短い周期で水が往復運動するような場合であってもエネルギー変換効



(6) JP 2017-137872 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

率の低下を防ぐことができるようにしたことに特徴を有している。
【００１９】
　なお、本発明のエネルギー変換機構は、水流のエネルギーを利用して発電する発電装置
のエネルギー変換機構に適しているが、水流によって水車を回転させることができる環境
であれば、本発明のエネルギー変換機構を使用することは可能である。例えば、防波堤や
縦桟橋などの固定された構造物に設置したり、または、フロートなどの浮体に搭載したり
することができるが、設置場所はとくに限定されない。
【００２０】
　また、本発明のエネルギー変換機構を防波堤や縦桟橋に設けた場合には、波のエネルギ
ーを減衰させる効果も得られる。このため、平常時は発電による波のエネルギーを利用し
た発電設備として機能させつつ、荒天時などには波による災害を防ぐ防災設備としても機
能させることができる。
　もちろん、本発明のエネルギー変換機構は、単に波などのエネルギーを吸収する設備と
して使用してもよいのは、いうまでもない。
【００２１】
　つぎに、図面に基づいて、本実施形態のエネルギー変換機構１を説明する。
　なお、以下では、エネルギー変換機構１が発電する機能を有している場合を説明する。
【００２２】
　図１において、符号２は、本実施形態のエネルギー変換機構１の本体部を示している。
　この本体部２は、一対のフレーム３，４を備えている。この一対のフレーム３，４は、
両者間に水流を流すことができる空間２ｈが形成されるように、互いに離間した状態で配
設されている。しかも、一対のフレーム３，４は、空間２ｈの周囲のどの方向からでも空
間２ｈ内に水流が流入できるように設けられている。
【００２３】
　なお、この一対のフレーム３，４の対向する面３ａ，４ａは、互いに平行な平坦面に形
成されているが、互いに平行でなくてもよいし、平坦面でなくてもよい。しかし、一対の
フレーム３，４の対向する面３ａ，４ａを、互いに平行な平坦面とした場合には、一対の
フレーム３，４間を往復流が流れるときに流れの方向にかかわらず流動抵抗を少なくでき
るなどの利点が得られる。
【００２４】
　図１および図２に示すように、本体部２の一対のフレーム３，４間（つまり空間２ｈ）
には、垂直軸水車１０が設けられている。この垂直軸水車１０は、一対のプレート１３，
１３と、この一対のプレート１３，１３間に設けられた２枚の回転翼１２と、一対のプレ
ート１３，１３の外面に立設された一対の軸１１，１１と、を備えている。なお、一対の
軸１１，１１は、互いに同軸上に位置するように配設されている。以下では、一対の軸１
１，１１の中心軸を通過する軸を、単に、垂直軸水車１０の回転軸ＣＬという（図２（Ａ
）参照）。
【００２５】
　この垂直軸水車１０は、その一対の軸１１，１１がそれぞれ一対のフレーム３，４に回
転可能に取り付けられている。具体的には、垂直軸水車１０は、本体部２の空間２ｈに流
入する水流ＷＦ（図２（Ｂ）参照）の方向に対して、その回転軸ＣＬの軸方向が交差（好
ましくは直交）するように配設されている。
【００２６】
　また、垂直軸水車１０は、空間２ｈのほぼ中央部に位置するように配設されている。例
えば、図２（Ｂ）に示すように、空間２ｈの断面が正方形である場合には、その対角線Ｄ
Ｌの交点を回転軸ＣＬが通過するように、垂直軸水車１０は空間２ｈ内に配設されている
。
【００２７】
　なお、垂直軸水車１０の構造はとくに限定されず、空間２ｈ内に流入する水流によって
回転するものであればよく、とくに限定されない。しかし、垂直軸水車１０として、抗力
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型の垂直軸水車を採用する場合には、図１、図２に示すようなサボニウス型水車を採用す
ることが好ましい。もちろん他の抗力型の垂直軸水車を使用することは可能であるが、サ
ボニウス型水車を使用した場合、エネルギー変換効率が高くなる。そして、後述する水流
制御手段２０の水流制御板２１によって空間２ｈに流入する水流を制御した場合に、水流
制御板２１の端縁近傍において水流の乱れが発生しても、その乱れの影響により回転効率
が低下するなどの問題が生じにくいので、好ましい。
【００２８】
　図１に示すように、垂直軸水車１０の一方の軸１１は、その一端部がフレーム３を貫通
し、フレーム３に設けられている発電手段５に連結されている。この発電手段５は、軸１
１の回転によって発電することができる機能を有するものである。なお、発電手段５は、
軸１１の回転によって発電することができるものであればよく、公知の発電機など種々の
発電機を使用することが可能である。
【００２９】
　そして、図１および図２に示すように、本体部２の一対のフレーム３，４間において、
垂直軸水車１０の周囲には、水流制御手段２０の複数の水流制御板２１Ａ～２１Ｄが設け
られている。この水流制御板２１Ａ～２１Ｄは、その表面が平坦面に形成された板状の部
材であり、その表面が垂直軸水車１０の回転軸ＣＬとほぼ平行となるように設けられてい
る。
　また、図２（Ｂ）に示すように、複数の水流制御板２１Ａ～２１Ｄは、垂直軸水車の回
転軸ＣＬに対して回転対称となるように配設されている。しかも、隣接する水流制御板２
１，２１の間に、垂直軸水車１０に向かって狭くなるような隙間２１ｈが形成されるよう
に配設されている。
【００３０】
　以上のごとく、本実施形態のエネルギー変換機構１では、本体部２の一対のフレーム３
，４間の空間２ｈに垂直軸水車１０を配置しており、この空間２ｈ流入する水流ＷＦの方
向に対して、垂直軸水車１０の回転軸ＣＬの軸方向が交差するように配設されている。し
たがって、空間２ｈに水流ＷＦが流入すれば、垂直軸水車１０を回転させることができる
から、垂直軸水車１０の回転軸１１に連結された発電手段５によって発電することができ
るのである。
【００３１】
　しかも、隣接する水流制御板２１，２１の間に、垂直軸水車１０に向かって狭くなるよ
うな隙間２１ｈが形成されるように配設されているので、エネルギー変換機構１を設置し
た領域の水流よりも、垂直軸水車１０に向かう水流の流速を速くすることができる。する
と、水流制御手段２０が設けられていない場合に比べて、垂直軸水車１０の回転速度を上
昇させることができるから、発電手段５による発電効率を高くすることができる。
【００３２】
　また、空間２ｈにはその周囲のどの方向からでも水流が流入できるようになっており、
複数の水流制御板２１も垂直軸水車１０の回転軸ＣＬに対して回転対称となるように配設
されている。すると、エネルギー変換機構１を設置した領域の水流の方向に係わらず、流
速を速くした水流を垂直軸水車１０に供給することができる。そして、垂直軸水車１０は
供給される水流ＷＦがどの方向から供給されても回転するので、どのようにエネルギー変
換機構１を設置しても、エネルギー変換機構１の周囲に水流ＷＦがあれば発電することが
できる。つまり、エネルギー変換機構１を設置する領域の水流ＷＦの状態に係わらず発電
が可能となるので、エネルギー変換機構１を設置する場所の自由度を高くすることができ
る。
【００３３】
（水流制御手段２０の説明）
　水流制御手段２０の水流制御板２１Ａ～２１Ｄは、上述したように、隣接する水流制御
板２１，２１の間に、垂直軸水車１０に向かって狭くなるような隙間２１ｈが形成される
ように配設されている。このような状態となるように水流制御板２１を配設する方法は種
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々あるが、以下のように各水流制御板２１を配設することが好ましい。
【００３４】
（水流制御板２１の傾斜について）
　図３に示すように、各水流制御板２１Ａ～２１Ｄは、その外端縁２１ａと垂直軸水車１
０の回転軸１１と結ぶ線Ｌａに対して、その表面が傾斜するように設けられている。しか
も、各水流制御板２１は、線Ｌａ（外方連結線Ｌａ）に対して、その内端縁２１ｂが垂直
軸水車１０の回転方向の下流側に位置するように配設されている。つまり、各水流制御板
２１の表面に沿う水流は、垂直軸水車１０の回転翼１２を押す力が発生するように流れる
ので、この水流によって効果的に垂直軸水車１０の回転速度を上昇させることができる。
【００３５】
　とくに、隣接する一対の水流制御板２１，２１のうち、垂直軸水車１０の回転方向の上
流側に位置する水流制御板２１は、その内端縁２１ｂが、垂直軸水車１０の回転軸１１を
含み隣接する一対の水流制御板２１，２１における外端縁２１ａ間を２等分する面よりも
、下流側に位置するように配設されていることが好ましい。例えば、図３において一対の
水流制御板２１Ａ，２１Ｂであれば、上流側に位置する水流制御板２１Ａの内端縁２１ｂ
が、垂直軸水車１０の回転軸１１を含みかつ水流制御板２１Ａ，２１Ｂの外端縁２１ａ間
を２等分する面ＳＦよりも、下流側に位置するように配設されていることが好ましい。
　この場合、各水流制御板２１の表面に沿う水流が、垂直軸水車１０の回転を妨げる流れ
となることを確実に防ぐことができるので、水流により垂直軸水車１０の回転速度を上昇
させる効果を確実に得ることができる。
【００３６】
　なお、上述したような効果を得ることができるのであれば、各水流制御板２１の外方連
結線Ｌａに対する傾斜角度はとくに限定されない。しかし、垂直軸水車１０の回転軸１１
と直交する断面において、外方連結線Ｌａと水流制御板２１の内端縁２１ｂと垂直軸水車
１０の回転軸１１とを結ぶ線（内方連結線Ｌｂ）とのなす角度θが、２２．５～６７．５
度となるように配設されていることが好ましい。角度θが、２２．５度以下となると、水
流制御板２１によって形成される水流のうち垂直軸水車１０の回転を妨げる水流となる割
合が大きくなる。一方、６７．５度以上となると、水流制御板２１が垂直軸水車１０に向
かう流れに対して抵抗となってしまい垂直軸水車１０に供給できる水量が少なくなってし
まうからである。
　したがって、内方連結線Ｌｂと外方連結線Ｌａのなす角度θは、２２．５～６７．５度
が好ましく、４５±１０度がさらに好ましい。
【００３７】
（水流制御板２１と垂直軸水車１０との距離について）
　また、垂直軸水車１０の半径方向において、各水流制御板２１の内端縁２１ｂを配置す
る位置は、垂直軸水車１０の回転翼２１に接触しない位置であればよく、とくに限定され
ない。
【００３８】
（水流制御板２１の数）
　水流制御手段２０は、垂直軸水車１０の周囲に設置する水流制御板２１の数はとくに限
定されないが、少なくとも４枚以上設けることが好ましい。一方、水流制御板２１の数が
多すぎると、空間２ｈに流入する水流の流量が少なくなるので、エネルギー変換効率が低
下する。したがって、垂直軸水車１０の周囲に設置する水流制御板２１の枚数は、４枚以
上が好ましく、４～６枚がより好ましい。
【００３９】
（複数の水流制御板２１の配置について）
　上記例では、複数の水流制御板２１が垂直軸水車１０の回転軸ＣＬに対して回転対称と
なるように設置した場合を説明したが、エネルギー変換機構１を設置する領域の水流の特
性に合わせて各水流制御板２１毎にその姿勢を変更してもよい。例えば、流れが変化した
ときに流れの方向が正反対にならないような場所に設置する場合には、現場状況の観測に
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基づいて、各方向の水流に対して適正な角度θとなるように、各水流制御板２１の姿勢を
調整すればよい。
【００４０】
（複数の水流制御板２１の他の機能について）
　上述したように、本実施形態のエネルギー変換機構１では、複数の水流制御板２１によ
って垂直軸水車１０が囲まれたようになっている。そして、複数の水流制御板２１の間に
形成される隙間２１ｈは、垂直軸水車１０に近づくにつれて、その間隔が狭くなっている
。言い換えれば、垂直軸水車１０の収容されている領域が外部に開口している面積が小さ
くなっている。
【００４１】
　このため、流木やゴミなどの漂流物や小船舶等がエネルギー変換機構１に衝突したとし
ても、漂流物などが垂直軸水車１０に接触することを防止できる。つまり、漂流物などと
の接触によって垂直軸水車１０が損傷する可能性を低くすることができる。
【００４２】
　したがって、本実施形態のエネルギー変換機構１を海底などに設置しても、長期間安定
して発電を維持することができ、漂流物などとの接触による損傷に起因するメンテナンス
の頻度を低くできる。
【００４３】
　なお、本実施形態のエネルギー変換機構１を海底などに設置して漂流物などとの衝突を
防ぎつつ、エネルギー変換効率を高く維持する上では、隙間２１ｈの最も狭い部分の幅は
垂直軸水車１０の半径程度が望ましい。
　また、流木やゴミなどが空間２ｈに侵入することを防ぐ上では、エネルギー変換機構１
の周囲に網などを設けることも有効である。
【００４４】
（並列式）
　本実施形態のエネルギー変換機構１は、一基を単独で設置してもよいが、複数を並べて
設置してもよい。つまり、本体部２と、垂直軸水車１０と、水流制御手段２０をエネルギ
ー変換セットとすると、各エネルギー変換セットにおける垂直軸水車１０の軸１１同士が
互いに平行となるように、複数のエネルギー変換セットを配設してもよい。この場合、隣
接するエネルギー変換セット内で形成される水流の影響によって、垂直軸水車１０に向か
う水流の流速を増速する効果を高くすることができる。
　とくに、垂直軸水車１０の軸１１が一列に並ぶように配設した場合には、より効果的に
、垂直軸水車１０に向かう水流の流速を増速する効果を高くすることができる。
【００４５】
　例えば、図４に示すように、本体部２の一対のフレーム３，４が正方形の平板であって
、４枚の水流制御板２１の基端が一対のフレーム３，４の各頂点に位置し、かつ、４枚の
水流制御板２１が回転対称となるように配設されたエネルギー変換セットの場合を考える
。この場合に、一対のフレーム３，４の一辺同士が接触し、かつ、垂直軸水車１０の軸１
１が一列に並ぶように配設する。つまり、複数のエネルギー変換セットを並べたエネルギ
ー変換機構１が、平面視で略長方形状になるように配置する。この場合には、隣接するエ
ネルギー変換セットにおいて、水流制御板２１の基端同士が連結された様な状態となる。
かかるエネルギー変換機構１は、平面視略長方形状の長辺側が、水流に対向するように設
置する。例えば、防波堤に設置した場合には、平面視略長方形状の長辺が、海岸線と略平
行となるように設置する。すると、エネルギー変換機構１の各エネルギー変換セットに流
入する水流は、水流が流入する側（つまり長方形の長辺側）に位置する水流制御板２１に
よって制御増速されて垂直軸水車１０に供給される。しかも、水流と平行な側面（つまり
平面視略長方形状の短辺）には隣接するエネルギー変換セットが設けられているので、こ
の隣接するエネルギー変換セット内の水流の影響により、垂直軸水車１０に供給される水
流を増速する効果はより高くなる。したがって、各エネルギー変換セットの垂直軸水車１
０の軸に上述したような発電手段５を設けておけば、発電効率をさらに高くすることがで
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きる。
【実施例１】
【００４６】
　水車の周囲に水流制御手段を設けたことによって、どのようにエネルギー変換効率が変
化するのかについて確認した。
【００４７】
　実験では、サボニウス型の水車の周囲に水流制御板を設けた装置を水路内に設置し、水
路に水流を形成して、水車の回転数と負荷トルクを測定し、水車の回転数と負荷トルクに
基づいて水車の動力特性とトルク係数を算出した。
【００４８】
　水車の動力特性として、周速比λに対する動力係数Ｃｐの変化特性を調べることによっ
て、水流エネルギーの取得効率を確認した。
　また、周速比λに対するトルク係数Ｃｒの変化特性を調べることによって、水車の特性
を確認した。
　なお、動力係数Ｃｐ、トルク係数Ｃｒおよび周速比λは以下の式に基づいて算出した。
　
　動力係数：Ｃｐ＝Ｔｔω／（０．５ρｕ３（２ＲＨ））
　トルク係数：Ｃｒ＝Ｔｔ／（０．５ρｕ２（２ＲＨ）Ｒ）
　周速比　：λ＝Ｒω／ｕ
 
Ｔｔ：時刻ｔにおいて測定された負荷トルク
Ｒ：水車の半径
ω：水車回転軸の回転角速度
Ｈ：回転翼の回転軸方向の長さ
ｕ：流体の速度
２ＲＨ：水車が水流に対して占める断面積
 
【００４９】
　実験には、いずれもサボニウス型水車（回転翼の回転軸方向の長さＨ＝３００ｍｍ、直
径１２０ｍｍ、回転翼の外径７０ｍｍ）を有する装置を使用した。そして、サボニウス型
水車の周囲に水流制御板を設置した装置（図５に示す３種類）と、水流制御板が無い装置
の４種類の装置について、測定を行った。
　なお、図５の装置（Ｃ）が、本発明のエネルギー変換機構の水流制御板に相当する「渦
流型流向制御板」を設置した装置である。この図５の装置（Ｃ）は、その横断面が実質的
に図３と同様の構造を有しており、図３における角度θが４５度となるように水流制御板
を設置している。
【００５０】
　水車の回転数と負荷トルクは、水車の軸に取り付けられた、トルクメータ（小野測器製
トルク検出器、型番：DP005）により測定した。測定では、トルクメータの負荷側に電気
磁気ブレーキを作用させて、水車の回転数と負荷トルクを同時に測定した。
【００５１】
　使用した水路は幅５００ｍｍの水路であり、この水路に水深ｈ＝０．４４ｍとなるよう
に水を流した。なお、装置は水路内の幅方向の中央に設置した。
【００５２】
　結果を図６および図７に示す。
　図６に示すように、周速比に係わらず、本発明のエネルギー変換機構の水流制御板に相
当する「渦流型流向制御板」（以下、単に「渦流型流向制御板」という）を設置した装置
の動力係数が高くなっていることが確認できる。各条件における動力係数の最高値を比較
しても、「渦流型流向制御板」を設置した装置では、水流制御板を設けない場合に比べて
１０倍程度、他の形状の水流制御板を設けた場合と比べても約２倍以上となっており、水
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流エネルギーの取得効率が非常に高くなっていることが確認できる。
【００５３】
　また、図７に示すように、周速比に係わらず、トルク係数も、「渦流型流向制御板」を
設置した装置が高くなっていることが確認できる。各条件における最高のトルク係数を比
較しても、「渦流型流向制御板」を設置した装置では、水流制御板を設けない場合に比べ
て８倍程度、他の形状の水流制御板を設けた場合と比べても約２倍以上となっており、水
車の特性が向上していることが確認できる。
【００５４】
　以上の結果より、本発明のエネルギー変換機構のように水流制御板を設置することによ
って、動力係数およびトルク係数が高くなっていることから、本発明のエネルギー変換機
構のように水流制御板を設置することによってエネルギー変換効率を向上させることがで
きることが確認できた。
【実施例２】
【００５５】
　本発明のエネルギー変換機構のように水流制御板を設置した場合において、水流制御板
の設置角度が負荷トルクおよび仕事率に与える影響を確認した。
【００５６】
　実験は、実施例１と同様の方法によって行った。
　実験では、図５の装置（Ｃ）において、角度θを０、２２．５、４５，６７．５、９０
度、と変化させた。なお、水流制御板は、水流制御板と水車との接触を防ぐために、角度
θの変化とともにその長さも変化させている。各角度における水流制御板の長さは、０度
（９０ｍｍ）、２２．５度（９８ｍｍ）、４５度（１３０ｍｍ），６７．５度（１４７ｍ
ｍ）、９０度（１７４ｍｍ）である。
【００５７】
　結果を図８に示す。
　図８に示すように、角度θを変化させると、負荷トルクおよび仕事率が変化し、４５度
の条件（つまり１３０ｍｍの条件）が最も動力係数およびトルク係数が大きくなっている
ことが確認された。
　また、２２．５度と６７．５度の場合には、４５度と比べて大きな差はなかったのに対
し、０度および９０度の場合には、負荷トルクが小さくなり、仕事率は低下している。
　以上の結果より、角度θを変化させることによって、負荷トルクおよび仕事率が変化し
、角度θを２２．５～６７．５度とすれば、負荷トルクを大きくでき、仕事率を向上させ
ることができることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明のエネルギー変換機構は、防波堤や縦桟橋などの固定された構造物に設置したり
、または、フロートなどの浮体に搭載して、水流のエネルギーを利用して発電する発電装
置のエネルギー変換機構に適している。
【符号の説明】
【００５９】
　　１　　　　　　　エネルギー変換機構
　１０　　　　　　　垂直軸水車
　２０　　　　　　　水流制御手段
　２１　　　　　　　水流制御板
　２１ｈ　　　　　　隙間
　ＣＬ　　　　　　　回転軸
　Ｌｂ　　　　　　　内方連結線
　Ｌａ　　　　　　　外方連結線
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 2017-137872 A 2017.8.10

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月14日(2017.6.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水流を受けて回転する垂直軸水車に供給する水流を調整する水流制御手段における水流
制御板の設計方法であって、
前記水流制御手段は、
前記垂直軸水車の周囲に、該垂直軸水車の回転軸に対して回転対称となるように配置され
、その表面が前記垂直軸水車の回転軸と平行となるように配設された４枚の平板状の水流
制御板を有しており、
前記垂直軸水車の回転軸と直交する断面において、各水流制御板の内端縁と前記垂直軸水
車の回転軸とを結ぶ内方連結線と各水流制御板の外端縁と前記垂直軸水車の回転軸とを結
ぶ外方連結線のなす角度を、２２．５～６７．５度とし、
隣接する水流制御板間に形成される隙間を前記垂直軸水車に向かって狭くする
ことを特徴とする水流制御板の設計方法。
【請求項２】
　前記垂直軸水車の回転軸と直交する断面において、各水流制御板の外端縁と前記垂直軸
水車の回転軸とを結ぶ外方連結線よりも前記垂直軸水車の回転方向の下流側に各水流制御
板の内端縁と前記垂直軸水車の回転軸とを結ぶ内方連結線が位置するように、各水流制御
板を配置する
ことを特徴とする請求項１記載の水流制御板の設計方法。
【請求項３】
　前記垂直軸水車がサボニウス型水車である
ことを特徴とする請求項１または２記載の水流制御板の設計方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水流制御板の設計方法に関する。さらに詳しくは、潮流や海流、波等を利用
した発電において良好なエネルギー変換効率を実現できるエネルギー変換機構に設置され
る水流制御板の設計方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、再生可能エネルギーとして自然エネルギーの利用が注目されている。例えば、太
陽光発電や風力発電、地熱発電、波力発電、海流発電、潮力発電などがあり、一部のもの
については、すでに商業ベースでの実用化が進んでおり、貴重な電力源として活用されて
いる。
【０００３】
　上記再生可能エネルギーのうち、太陽光発電や風力発電は天候などの影響を受けやすく
、発電の安定性が常に問題となる。一方、海流発電や潮力発電は、天候などの影響が少な
く安定した発電を維持できるという利点がある。
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【０００４】
　ところで、再生可能エネルギーを利用した発電では、太陽光や風、潮流などが有するエ
ネルギーは大きいものの、そのエネルギーを電力に変換できる効率が低いという問題があ
る。このエネルギー変換効率（発電効率）を向上させるために、海流発電や潮力発電でも
種々開発が進められている。
【０００５】
　海流発電や潮力発電では、海流や潮流を電力に変換するために水車が使用されるため、
発電効率を向上させる上では、海流や潮流によっていかに効率良く水車を回転させるかが
重要である。とくに、潮流の場合には、時間によって水流の方向が完全に逆になる場合が
あるため、このような水流の方向の変化が生じても、発電効率をある程度高く維持できる
機構が必要である。
【０００６】
　海流発電や潮力発電において、発電効率をある程度高く維持するための機構が特許文献
１～３に開示されている。
【０００７】
　特許文献１～３の技術では、海流や潮流を通すための筒状空間を有する構造体を設け、
この構造体の筒状空間の内部に水車を配置している。そして、水車が設けられている部分
に向かって、筒状空間の内部断面が小さくなるように形成しており、その部分の水流が速
くなるようにしている。
【０００８】
　かかる構造とすれば、筒状の構造体の筒状空間内を流れる水流の方向は、筒状空間の軸
方向に沿った流れとすることができる。したがって、この方向の流れに対して効率良く回
転するように筒状空間内に水車を配置しておけば、発電効率を向上させることができる。
　しかも、水車が設けられている部分では、水流の流速が周辺の水流等と比べて速くなっ
ているので、水流中に水車をそのまま配置するよりも発電量を増加させることができる。
【０００９】
　また、特許文献３の技術では、構造体の外面形状を、その軸方向の中間からその端部に
向かって広がるような形状としている。そして、特許文献３には、かかる形状とすること
によって、構造体の外面を流れる水流によって筒状空間から水流が排出される端部に渦流
を形成することができるので、その渦流の影響によって筒状空間内の水流を増速できる旨
の記載もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第４７５０８３０号公報
【特許文献２】特開２００９－１１４９３６号公報
【特許文献３】特開２００５－２４０７８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかるに、特許文献１～３の技術では、構造体の筒状空間の内部に水流を通すので、発
電効率を向上させる上では、筒状空間の軸方向が水流や潮流の方向に一致するように構造
体を設置しなければならない。しかし、海流や潮流の方向は一定ではなく、その方向は時
間によって変化する。このため、特定の時間の海流や潮流に適するように構造体を設置し
た場合、他の時間において海流や潮流の方向が変化すると、発電の効率が大幅に低下する
。したがって、発電の効率を安定した状態で維持するには、構造体を設置する場所を海流
や潮流の方向があまり変化しない場所に限定したり、また、海流や潮流の方向にあわせて
構造体を移動させることができるようにしたりしなければならない。
【００１２】
　また、潮流の場合には、潮の満ち引きの状況によって水流の方向が逆転するので、特許



(16) JP 2017-137872 A 2017.8.10

文献１～３の技術では、このような潮流の変化に対応することができるような構造を採用
している。具体的には、構造体の構造を対称形として、筒状空間に対してどちらの開口か
ら水流が流入しても、同等の発電効率を維持できるような構造を採用している。つまり、
潮流の方向が１８０度逆転した場合でも、同等の発電効率で発電できるような構造に形成
されている。
　しかし、水流の方向が逆転したときに、必ずしもその方向が１８０度逆転するとは限ら
ない。すると、一方の開口から水流が流入する状況において最適な発電効率が得られるよ
うに構造体を設置しても、他方の開口から水流が流入する状況においては、同等の効率で
発電できるとは限らない。
【００１３】
　以上のごとく、海流発電や潮力発電において、発電効率を向上させることができ、しか
も、水流や潮流の流れる方向が変化しても発電効率をある程度高く維持しておくことがで
きる機構は開発されていない。かかる機構を実現する上では、水流や潮流の流れる方向が
変化しても水車に適切に水流を制御することが必要である。
【００１４】
　本発明は上記事情に鑑み、水流を適切に制御できる水流制御板の設計方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　第１発明の水流制御板の設計方法は、水流を受けて回転する垂直軸水車に供給する水流
を調整する水流制御手段における水流制御板の設計方法であって、前記水流制御手段は、
前記垂直軸水車の周囲に、該垂直軸水車の回転軸に対して回転対称となるように配置され
、その表面が前記垂直軸水車の回転軸と平行となるように配設された４枚の平板状の水流
制御板を有しており、前記垂直軸水車の回転軸と直交する断面において、各水流制御板の
内端縁と前記垂直軸水車の回転軸とを結ぶ内方連結線と各水流制御板の外端縁と前記垂直
軸水車の回転軸とを結ぶ外方連結線のなす角度を、２２．５～６７．５度とし、隣接する
水流制御板間に形成される隙間を前記垂直軸水車に向かって狭くすることを特徴とする。
　第２発明の水流制御板の設計方法は、第１発明において、前記垂直軸水車の回転軸と直
交する断面において、各水流制御板の外端縁と前記垂直軸水車の回転軸とを結ぶ外方連結
線よりも前記垂直軸水車の回転方向の下流側に各水流制御板の内端縁と前記垂直軸水車の
回転軸とを結ぶ内方連結線が位置するように、各水流制御板を配置することを特徴とする
。
　第３発明のエネルギー変換機構は、第１、第２または第３発明のいずれかにおいて、前
記垂直軸水車がサボニウス型水車であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　第１発明によれば、隣接する水流制御板間に形成される隙間が垂直軸水車に向かって狭
くなるように配設されるので、水流制御手段によって垂直軸水車に向かう水流の流速を、
垂直軸水車を設置した領域の水流よりも速くすることができる。しかも、４枚の水流制御
板が内方連結線と外方連結線のなす角度が２２．５～６７．５度となる。すると、垂直軸
水車に向かう水流の流路をある程度広く維持しつつ水流の流速を効果的に向上させること
ができ、しかも、垂直軸水車の回転に最適な水流を形成することができる。このため、垂
直軸水車の回転速度を上昇させることができる。しかも、４枚の水流制御板が回転対称と
なる位置に設けられるので、垂直軸水車を設置した領域の水流の方向に係わらず、垂直軸
水車に向かう水流を形成することができる。つまり、垂直軸水車を設置した領域の水流の
方向に係わらず垂直軸水車を回転させて発電することができるので、垂直軸水車を設置す
る場所の自由度を高くすることができる。
　第２発明によれば、垂直軸水車に向かう水流によって効果的に垂直軸水車の回転速度を
上昇させることができる。
　第３発明によれば、垂直軸水車がサボニウス型水車であるので、水流制御板間を流れる
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水流による水車の回転効率を向上させることができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の水流制御板の設計方法によって設計された水流制御板２１を有するエネ
ルギー変換機構１の概略外観図であり、（Ａ）は斜視図であり、（Ｂ）は側面図である。
【図２】本発明の水流制御板の設計方法によって設計された水流制御板２１を有するエネ
ルギー変換機構１の概略断面図であり、（Ａ）は縦断面図であり、（Ｂ）は横断面図であ
る。
【図３】本発明の水流制御板の設計方法によって設計された水流制御板２１を有するエネ
ルギー変換機構１の横断面の概略説明図である。
【図４】本発明の水流制御板の設計方法によって設計された水流制御板２１を有するエネ
ルギー変換セットを複数有するエネルギー変換機構１の概略説明図である。
【図５】実験に使用した装置の横断面を示した図であり、（Ａ）は比較例となる「くの字
型流向制御板」を設けた装置であり、（Ｂ）は比較例となる「円弧型流向制御板」を設け
た装置であり、（Ｃ）が本発明のエネルギー変換機構の水流制御板に相当する「渦流型流
向制御板」を設けた装置である。
【図６】水流制御板の異なる装置において、動力特性を比較した図である。
【図７】水流制御板の異なる装置において、トルク係数を比較した図である。
【図８】水流制御板の角度θを変化させた場合における負荷トルクおよび仕事率を測定し
た実験結果を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の水流制御板の設計方法は、海流や潮流、波のエネルギーを変換する機構等に設
置される垂直軸水車に供給する水流を制御する水流制御板の設計方法である。
　本発明の水流制御板の設計方法によって設計された水流制御板を垂直軸水車を有するエ
ネルギー変換機構に設ければ、エネルギー変換効率を向上させることができる。しかも、
海流や潮流の流れる方向が変動したり、波のように短い周期で水が往復運動したりするよ
うな場合であっても、エネルギー変換機構によるエネルギー変換効率の低下を防ぐことが
できる。
【００１９】
　なお、本発明の水流制御板の設計方法は、水流のエネルギーを利用して発電する発電装
置のエネルギー変換機構に設置する水流制御板の設計方法として適しているが、水流によ
って垂直軸水車を回転させることができる環境で使用するエネルギー変換機構に設置する
水流制御板を設計する際に採用することも可能である。例えば、防波堤や縦桟橋などの固
定された構造物に設置したり、または、フロートなどの浮体に搭載したりするエネルギー
変換機構に設置する水流制御板を設計する際に採用することができる。
【００２０】
　また、本発明の水流制御板の設計方法は、防波堤や縦桟橋に設けて波のエネルギーを減
衰させる効果を得るために使用される設備に設置する水流制御板の設計する際に採用する
こともできる。つまり、平常時は発電による波のエネルギーを利用した発電設備として機
能させつつ、荒天時などには波による災害を防ぐ防災設備としても機能させることができ
るエネルギー変換機構に設置する水流制御板の設計にも採用することができる。
　もちろん、本発明の水流制御板の設計方法は、単に波などのエネルギーを吸収する設備
に設置する水流制御板の設計に採用することもできる。
　以下では、水流のエネルギーを変換するエネルギー変換機構に設置される水流制御板を
設計する場合にについて説明する。
【００２１】
　まず、図面に基づいて、水流制御板を有するエネルギー変換機構１の構成を説明する。
　なお、以下では、エネルギー変換機構１が垂直軸水車１０の回転を利用して発電する機
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能を有している場合を説明する。
【００２２】
　図１において、符号２は、本実施形態のエネルギー変換機構１の本体部を示している。
　この本体部２は、一対のフレーム３，４を備えている。この一対のフレーム３，４は、
両者間に水流を流すことができる空間２ｈが形成されるように、互いに離間した状態で配
設されている。しかも、一対のフレーム３，４は、空間２ｈの周囲のどの方向からでも空
間２ｈ内に水流が流入できるように設けられている。
【００２３】
　なお、この一対のフレーム３，４の対向する面３ａ，４ａは、互いに平行な平坦面に形
成されているが、互いに平行でなくてもよいし、平坦面でなくてもよい。しかし、一対の
フレーム３，４の対向する面３ａ，４ａを、互いに平行な平坦面とした場合には、一対の
フレーム３，４間を往復流が流れるときに流れの方向にかかわらず流動抵抗を少なくでき
るなどの利点が得られる。
【００２４】
　図１および図２に示すように、本体部２の一対のフレーム３，４間（つまり空間２ｈ）
には、垂直軸水車１０が設けられている。この垂直軸水車１０は、一対のプレート１３，
１３と、この一対のプレート１３，１３間に設けられた２枚の回転翼１２と、一対のプレ
ート１３，１３の外面に立設された一対の軸１１，１１と、を備えている。なお、一対の
軸１１，１１は、互いに同軸上に位置するように配設されている。以下では、一対の軸１
１，１１の中心軸を通過する軸を、単に、垂直軸水車１０の回転軸ＣＬという（図２（Ａ
）参照）。
【００２５】
　この垂直軸水車１０は、その一対の軸１１，１１がそれぞれ一対のフレーム３，４に回
転可能に取り付けられている。具体的には、垂直軸水車１０は、本体部２の空間２ｈに流
入する水流ＷＦ（図２（Ｂ）参照）の方向に対して、その回転軸ＣＬの軸方向が交差（好
ましくは直交）するように配設されている。
【００２６】
　また、垂直軸水車１０は、空間２ｈのほぼ中央部に位置するように配設されている。例
えば、図２（Ｂ）に示すように、空間２ｈの断面が正方形である場合には、その対角線Ｄ
Ｌの交点を回転軸ＣＬが通過するように、垂直軸水車１０は空間２ｈ内に配設されている
。
【００２７】
　なお、垂直軸水車１０の構造はとくに限定されず、空間２ｈ内に流入する水流によって
回転するものであればよく、とくに限定されない。しかし、垂直軸水車１０として、抗力
型の垂直軸水車を採用する場合には、図１、図２に示すようなサボニウス型水車を採用す
ることが好ましい。もちろん他の抗力型の垂直軸水車を使用することは可能であるが、サ
ボニウス型水車を使用した場合、エネルギー変換効率が高くなる。そして、後述する水流
制御手段２０の水流制御板２１によって空間２ｈに流入する水流を制御した場合に、水流
制御板２１の端縁近傍において水流の乱れが発生しても、その乱れの影響により回転効率
が低下するなどの問題が生じにくいので、好ましい。
【００２８】
　図１に示すように、垂直軸水車１０の一方の軸１１は、その一端部がフレーム３を貫通
し、フレーム３に設けられている発電手段５に連結されている。この発電手段５は、軸１
１の回転によって発電することができる機能を有するものである。なお、発電手段５は、
軸１１の回転によって発電することができるものであればよく、公知の発電機など種々の
発電機を使用することが可能である。
【００２９】
　そして、図１および図２に示すように、本体部２の一対のフレーム３，４間において、
垂直軸水車１０の周囲には、水流制御手段２０の複数の水流制御板２１Ａ～２１Ｄが設け
られている。この水流制御板２１Ａ～２１Ｄは、その表面が平坦面に形成された板状の部
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材であり、その表面が垂直軸水車１０の回転軸ＣＬとほぼ平行となるように設けられてい
る。
　また、図２（Ｂ）に示すように、複数の水流制御板２１Ａ～２１Ｄは、垂直軸水車の回
転軸ＣＬに対して回転対称となるように配設されている。しかも、隣接する水流制御板２
１，２１の間に、垂直軸水車１０に向かって狭くなるような隙間２１ｈが形成されるよう
に配設されている。
【００３０】
　以上のごとく、本実施形態のエネルギー変換機構１では、本体部２の一対のフレーム３
，４間の空間２ｈに垂直軸水車１０を配置しており、この空間２ｈ流入する水流ＷＦの方
向に対して、垂直軸水車１０の回転軸ＣＬの軸方向が交差するように配設されている。し
たがって、空間２ｈに水流ＷＦが流入すれば、垂直軸水車１０を回転させることができる
から、垂直軸水車１０の回転軸１１に連結された発電手段５によって発電することができ
るのである。
【００３１】
　しかも、隣接する水流制御板２１，２１の間に、垂直軸水車１０に向かって狭くなるよ
うな隙間２１ｈが形成されるように配設されているので、エネルギー変換機構１を設置し
た領域の水流よりも、垂直軸水車１０に向かう水流の流速を速くすることができる。する
と、水流制御手段２０が設けられていない場合に比べて、垂直軸水車１０の回転速度を上
昇させることができるから、発電手段５による発電効率を高くすることができる。
【００３２】
　また、空間２ｈにはその周囲のどの方向からでも水流が流入できるようになっており、
複数の水流制御板２１も垂直軸水車１０の回転軸ＣＬに対して回転対称となるように配設
されている。すると、エネルギー変換機構１を設置した領域の水流の方向に係わらず、流
速を速くした水流を垂直軸水車１０に供給することができる。そして、垂直軸水車１０は
供給される水流ＷＦがどの方向から供給されても回転するので、どのようにエネルギー変
換機構１を設置しても、エネルギー変換機構１の周囲に水流ＷＦがあれば発電することが
できる。つまり、エネルギー変換機構１を設置する領域の水流ＷＦの状態に係わらず発電
が可能となるので、エネルギー変換機構１を設置する場所の自由度を高くすることができ
る。
【００３３】
（水流制御板２１の設計方法の説明）
　水流制御手段２０の水流制御板２１Ａ～２１Ｄは、上述したように、隣接する水流制御
板２１，２１の間に、垂直軸水車１０に向かって狭くなるような隙間２１ｈが形成される
ように配設されている。このような状態となるように水流制御板２１を設計する方法は種
々あるが、以下のように各水流制御板２１を設計することが好ましい。
【００３４】
（水流制御板２１の傾斜について）
　図３に示すように、各水流制御板２１Ａ～２１Ｄの外端縁２１ａと垂直軸水車１０の回
転軸１１と結ぶ線Ｌａに対して、各水流制御板２１Ａ～２１Ｄの表面が傾斜するように各
水流制御板２１Ａ～２１Ｄの配置を設計する。しかも、線Ｌａ（外方連結線Ｌａ）に対し
て、各水流制御板２１の内端縁２１ｂが垂直軸水車１０の回転方向の下流側に位置するよ
うに各水流制御板２１Ａ～２１Ｄの配置を設計する。このように設計すれば、各水流制御
板２１の表面に沿う水流は、垂直軸水車１０の回転翼１２を押す力が発生するように流れ
るので、この水流によって効果的に垂直軸水車１０の回転速度を上昇させることができる
。
【００３５】
　とくに、隣接する一対の水流制御板２１，２１のうち、垂直軸水車１０の回転方向の上
流側に位置する水流制御板２１の内端縁２１ｂが、垂直軸水車１０の回転軸１１を含み隣
接する一対の水流制御板２１，２１における外端縁２１ａ間を２等分する面よりも、下流
側に位置するように各水流制御板２１Ａ～２１Ｄの配置を設計することが好ましい。例え
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ば、図３において一対の水流制御板２１Ａ，２１Ｂであれば、上流側に位置する水流制御
板２１Ａの内端縁２１ｂが、垂直軸水車１０の回転軸１１を含みかつ水流制御板２１Ａ，
２１Ｂの外端縁２１ａ間を２等分する面ＳＦよりも、下流側に位置するように設計するこ
とが好ましい。
　このように設計すれば、各水流制御板２１の表面に沿う水流が、垂直軸水車１０の回転
を妨げる流れとなることを確実に防ぐことができるので、水流により垂直軸水車１０の回
転速度を上昇させる効果を確実に得ることができる。
【００３６】
　なお、上述したような効果を得ることができるのであれば、各水流制御板２１の外方連
結線Ｌａに対する傾斜角度はとくに限定されない。しかし、垂直軸水車１０の回転軸１１
と直交する断面において、外方連結線Ｌａと水流制御板２１の内端縁２１ｂと垂直軸水車
１０の回転軸１１とを結ぶ線（内方連結線Ｌｂ）とのなす角度θが、２２．５～６７．５
度となるように設計することが好ましい。角度θが、２２．５度以下となると、水流制御
板２１によって形成される水流のうち垂直軸水車１０の回転を妨げる水流となる割合が大
きくなる。一方、６７．５度以上となると、水流制御板２１が垂直軸水車１０に向かう流
れに対して抵抗となってしまい垂直軸水車１０に供給できる水量が少なくなってしまうか
らである。
　したがって、内方連結線Ｌｂと外方連結線Ｌａのなす角度θが、２２．５～６７．５度
となるように設計することが好ましく、４５±１０度となるように設計することがさらに
好ましい。
【００３７】
（水流制御板２１と垂直軸水車１０との距離について）
　また、垂直軸水車１０の半径方向において、各水流制御板２１の内端縁２１ｂの位置は
、垂直軸水車１０の回転翼２１に接触しないように設計すればよく、とくに限定されない
。
【００３８】
（水流制御板２１の数）
　水流制御手段２０は、垂直軸水車１０の周囲に設置する水流制御板２１の数はとくに限
定されないが、少なくとも４枚以上となるように設計することが好ましい。一方、水流制
御板２１の数が多すぎると、空間２ｈに流入する水流の流量が少なくなるので、エネルギ
ー変換効率が低下する。したがって、垂直軸水車１０の周囲に設置する水流制御板２１の
枚数は、４枚以上となるように設計することが好ましく、４～６枚となるように設計する
ことがより好ましい。
【００３９】
（複数の水流制御板２１の配置について）
　上記例では、複数の水流制御板２１が垂直軸水車１０の回転軸ＣＬに対して回転対称と
なるように設計した場合を説明したが、エネルギー変換機構１を設置する領域の水流の特
性に合わせて各水流制御板２１毎にその姿勢をそれぞれ設計してもよい。例えば、流れが
変化したときに流れの方向が正反対にならないような場所に設置する場合には、現場状況
の観測に基づいて、各方向の水流に対して適正な角度θとなるように、各水流制御板２１
の姿勢を設計すればよい。
【００４０】
（複数の水流制御板２１の他の機能について）
　上述したように、エネルギー変換機構１では、複数の水流制御板２１によって垂直軸水
車１０が囲まれた状態となるように複数の水流制御板２１が設計されている。そして、複
数の水流制御板２１の間に形成される隙間２１ｈは、垂直軸水車１０に近づくにつれて、
その間隔が狭くなるように複数の水流制御板２１が設計されている。言い換えれば、垂直
軸水車１０の収容されている領域が外部に開口している面積が小さくなるように複数の水
流制御板２１が設計されている。
【００４１】
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　このため、流木やゴミなどの漂流物や小船舶等がエネルギー変換機構１に衝突したとし
ても、漂流物などが垂直軸水車１０に接触することを防止できる。つまり、漂流物などと
の接触によって垂直軸水車１０が損傷する可能性を低くすることができる。
【００４２】
　したがって、本実施形態のエネルギー変換機構１を海底などに設置しても、長期間安定
して発電を維持することができ、漂流物などとの接触による損傷に起因するメンテナンス
の頻度を低くできる。
【００４３】
　なお、本実施形態のエネルギー変換機構１を海底などに設置して漂流物などとの衝突を
防ぎつつ、エネルギー変換効率を高く維持する上では、隙間２１ｈの最も狭い部分の幅は
垂直軸水車１０の半径程度となるように複数の水流制御板２１を設計することが望ましい
。
　また、流木やゴミなどが空間２ｈに侵入することを防ぐ上では、エネルギー変換機構１
の周囲に網などを設けることも有効である。
【００４４】
（並列式）
　本発明の水流制御板の設計方法によって設計された水流制御板を有するエネルギー変換
機構１は、一基を単独で設置してもよいが、複数を並べて設置してもよい。つまり、本体
部２と、垂直軸水車１０と、水流制御手段２０をエネルギー変換セットとすると、各エネ
ルギー変換セットにおける垂直軸水車１０の軸１１同士が互いに平行となるように、複数
のエネルギー変換セットを配設してもよい。この場合、隣接するエネルギー変換セット内
で形成される水流の影響によって、垂直軸水車１０に向かう水流の流速を増速する効果を
高くすることができる。
　とくに、垂直軸水車１０の軸１１が一列に並ぶように配設した場合には、より効果的に
、垂直軸水車１０に向かう水流の流速を増速する効果を高くすることができる。
【００４５】
　例えば、図４に示すように、エネルギー変換セットを、本体部２の一対のフレーム３，
４が正方形の平板であって、４枚の水流制御板２１の基端が一対のフレーム３，４の各頂
点に位置し、かつ、４枚の水流制御板２１が回転対称となるように設計した場合を考える
。この場合に、一対のフレーム３，４の一辺同士が接触し、かつ、垂直軸水車１０の軸１
１が一列に並ぶように配設する。つまり、複数のエネルギー変換セットを並べたエネルギ
ー変換機構１が、平面視で略長方形状になるように配置する。すると、隣接するエネルギ
ー変換セットにおいて、水流制御板２１の基端同士が連結された様な状態となる。かかる
エネルギー変換機構１は、平面視略長方形状の長辺側が、水流に対向するように設置する
。例えば、防波堤に設置した場合には、平面視略長方形状の長辺が、海岸線と略平行とな
るように設置する。すると、エネルギー変換機構１の各エネルギー変換セットに流入する
水流は、水流が流入する側（つまり長方形の長辺側）に位置する水流制御板２１によって
制御増速されて垂直軸水車１０に供給される。しかも、水流と平行な側面（つまり平面視
略長方形状の短辺）には隣接するエネルギー変換セットが設けられているので、この隣接
するエネルギー変換セット内の水流の影響により、垂直軸水車１０に供給される水流を増
速する効果はより高くなる。したがって、各エネルギー変換セットの垂直軸水車１０の軸
に上述したような発電手段５を設けておけば、発電効率をさらに高くすることができる。
【実施例１】
【００４６】
　水車の周囲に水流制御手段を設けたことによって、どのようにエネルギー変換効率が変
化するのかについて確認した。
【００４７】
　実験では、サボニウス型の水車の周囲に水流制御板を設けた装置を水路内に設置し、水
路に水流を形成して、水車の回転数と負荷トルクを測定し、水車の回転数と負荷トルクに
基づいて水車の動力特性とトルク係数を算出した。
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【００４８】
　水車の動力特性として、周速比λに対する動力係数Ｃｐの変化特性を調べることによっ
て、水流エネルギーの取得効率を確認した。
　また、周速比λに対するトルク係数Ｃｒの変化特性を調べることによって、水車の特性
を確認した。
　なお、動力係数Ｃｐ、トルク係数Ｃｒおよび周速比λは以下の式に基づいて算出した。
　
　動力係数：Ｃｐ＝Ｔｔω／（０．５ρｕ３（２ＲＨ））
　トルク係数：Ｃｒ＝Ｔｔ／（０．５ρｕ２（２ＲＨ）Ｒ）
　周速比　：λ＝Ｒω／ｕ
 
Ｔｔ：時刻ｔにおいて測定された負荷トルク
Ｒ：水車の半径
ω：水車回転軸の回転角速度
Ｈ：回転翼の回転軸方向の長さ
ｕ：流体の速度
２ＲＨ：水車が水流に対して占める断面積
 
【００４９】
　実験には、いずれもサボニウス型水車（回転翼の回転軸方向の長さＨ＝３００ｍｍ、直
径１２０ｍｍ、回転翼の外径７０ｍｍ）を有する装置を使用した。そして、サボニウス型
水車の周囲に水流制御板を設置した装置（図５に示す３種類）と、水流制御板が無い装置
の４種類の装置について、測定を行った。
　なお、図５の装置（Ｃ）が、本発明のエネルギー変換機構の水流制御板に相当する「渦
流型流向制御板」を設置した装置である。この図５の装置（Ｃ）は、その横断面が実質的
に図３と同様の構造を有しており、図３における角度θが４５度となるように水流制御板
を設置している。
【００５０】
　水車の回転数と負荷トルクは、水車の軸に取り付けられた、トルクメータ（小野測器製
トルク検出器、型番：DP005）により測定した。測定では、トルクメータの負荷側に電気
磁気ブレーキを作用させて、水車の回転数と負荷トルクを同時に測定した。
【００５１】
　使用した水路は幅５００ｍｍの水路であり、この水路に水深ｈ＝０．４４ｍとなるよう
に水を流した。なお、装置は水路内の幅方向の中央に設置した。
【００５２】
　結果を図６および図７に示す。
　図６に示すように、周速比に係わらず、本発明のエネルギー変換機構の水流制御板に相
当する「渦流型流向制御板」（以下、単に「渦流型流向制御板」という）を設置した装置
の動力係数が高くなっていることが確認できる。各条件における動力係数の最高値を比較
しても、「渦流型流向制御板」を設置した装置では、水流制御板を設けない場合に比べて
１０倍程度、他の形状の水流制御板を設けた場合と比べても約２倍以上となっており、水
流エネルギーの取得効率が非常に高くなっていることが確認できる。
【００５３】
　また、図７に示すように、周速比に係わらず、トルク係数も、「渦流型流向制御板」を
設置した装置が高くなっていることが確認できる。各条件における最高のトルク係数を比
較しても、「渦流型流向制御板」を設置した装置では、水流制御板を設けない場合に比べ
て８倍程度、他の形状の水流制御板を設けた場合と比べても約２倍以上となっており、水
車の特性が向上していることが確認できる。
【００５４】
　以上の結果より、本発明のエネルギー変換機構のように水流制御板を設置することによ
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って、動力係数およびトルク係数が高くなっていることから、本発明のエネルギー変換機
構のように水流制御板を設置することによってエネルギー変換効率を向上させることがで
きることが確認できた。
【実施例２】
【００５５】
　本発明のエネルギー変換機構のように水流制御板を設置した場合において、水流制御板
の設置角度が負荷トルクおよび仕事率に与える影響を確認した。
【００５６】
　実験は、実施例１と同様の方法によって行った。
　実験では、図５の装置（Ｃ）において、角度θを０、２２．５、４５，６７．５、９０
度、と変化させた。なお、水流制御板は、水流制御板と水車との接触を防ぐために、角度
θの変化とともにその長さも変化させている。各角度における水流制御板の長さは、０度
（９０ｍｍ）、２２．５度（９８ｍｍ）、４５度（１３０ｍｍ），６７．５度（１４７ｍ
ｍ）、９０度（１７４ｍｍ）である。
【００５７】
　結果を図８に示す。
　図８に示すように、角度θを変化させると、負荷トルクおよび仕事率が変化し、４５度
の条件（つまり１３０ｍｍの条件）が最も動力係数およびトルク係数が大きくなっている
ことが確認された。
　また、２２．５度と６７．５度の場合には、４５度と比べて大きな差はなかったのに対
し、０度および９０度の場合には、負荷トルクが小さくなり、仕事率は低下している。
　以上の結果より、角度θを変化させることによって、負荷トルクおよび仕事率が変化し
、角度θを２２．５～６７．５度とすれば、負荷トルクを大きくでき、仕事率を向上させ
ることができることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明のエネルギー変換機構は、防波堤や縦桟橋などの固定された構造物に設置したり
、または、フロートなどの浮体に搭載して、水流のエネルギーを利用して発電する発電装
置のエネルギー変換機構に適している。
【符号の説明】
【００５９】
　　１　　　　　　　エネルギー変換機構
　１０　　　　　　　垂直軸水車
　２０　　　　　　　水流制御手段
　２１　　　　　　　水流制御板
　２１ｈ　　　　　　隙間
　ＣＬ　　　　　　　回転軸
　Ｌｂ　　　　　　　内方連結線
　Ｌａ　　　　　　　外方連結線
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